
①　事業規模 ②　事業実績

③　業種・資金使途

大分県商工観光労働部　経営創造・金融課
大分市大手町３丁目１番１号　　ＴＥＬ（０９７）５０６－３２２６

融資の申込手続き

※商工会議所・商工会でも融資
申込ができます。

※組合の共同事業に係る融資
については中小企業団体中央
会に申し込みください。

　　　業種、資金使途によっては利用できない場合が
　　あります。
　　　なお、許認可等を必要とする事業を行う方は、
　　許認可等を受けていることが必要となります。
　　　詳しくは、信用保証協会又は県経営創造・金融課
　　にお問い合わせください。

令和５年度版

　※創業支援資金など一定のものを除く

大分県融資制度（県制度資金）とは

ご利用いただける方

　大分県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金
調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。
　大分県は、金融機関に対して県制度資金の貸付原資の一部を預託し、金融機関はこれに金融機関の資
金を加えて融資を行います。融資審査は金融機関と保証協会が行い、大分県が定めた融資条件で融資さ
れます。

　各資金ごとの融資対象者の要件に該当するほかに、信用保証協会の保証対象となる中小企業者又は組
合であることが必要です（金融機関提案型資金、やさしさライフビジネス支援資金は除く）。

　業種ごとに、常時使用する従業員数又は資本金
のいずれか一方が該当していることが必要です。

　県内で保証対象事業（信用保証協会の保証対象と
なる事業）を行っている必要があります。

中小企業・小規模事業者のための

大分県融資制度のご案内

資　本　金 従　業　員

３億円以下 300人以下 

１億円以下 100人以下 

5,000万円以下 50人以下 

5,000万円以下 100人以下 

３億円以下 300人以下 

5,000万円以下 200人以下 

- 300人以下 

- 50人以下 

- 100人以下 

- 300人以下 

※家族従業員、臨時の使用人、会社の役員は従業員に含みません。

小売業を主たる事業とする特定非営利活動法人

卸売業又はサービス業を主たる事業とする
特定非営利活動法人

その他の特定事業を行う特定非営利活動
法人

３億円以下 900人以下 
（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造
業並びに工業用ベルト製造業を除く）

ソ フ ト ウ ェ ア 業 又 は 情 報 処 理 サ ー ビ ス 業

旅 館 業

医 業 を 主 た る 事 業 と す る 法 人

業　　　種

製造業、その他（下記に掲げる業種を除く）

卸 売 業

小 売 業

サ ー ビ ス 業

ゴ ム 製 品 製 造 業

※対象とならない業種等
・農林漁業、投機的事業、金融業、保険業（保険媒介
代理業及び保険サービス業を除く）、宗教法人等
・生活資金、住宅リフォーム資金等

（一部例外となる資金もあります）

①融資相談・申込　 ②保証申込

④融資実行 ③保証承諾
※保証不要の場合を除く

中 小 企 業 者 指 定 金 融 機 関 信 用 保 証 協 会

　

　　短期運転資金を調達したいとき

優れた技術を生かし他に先駆けて事業展開しようとするとき ベ ン チ ャ ー サ ポ ー ト 融 資

経 営 革 新 特 別 融 資

中 小 企 業 経 営 改 善 資 金

・NPO法人が社会貢献活動を行う資金を必要とするときや、
　福祉・環境など地域社会の要請に基づき事業をするとき
・省エネルギー設備等を導入するとき　　など

・ や さ し さ ラ イ フ ビ ジ ネ ス 支 援 資 金

・ 新 エ ネ ル ギ ー 施 設 等 導 入 融 資 他

チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業 応 援 資 金

事 業 承 継 資 金

事 業 継 続 力 強 化 資 金
国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき事業継続力
強化に取り組むとき

再 挑 戦 支 援 融 資

小 口 零 細 企 業 資 金

新たに事業を開始するとき（開業後５年未満を含む）

金融機関の支援を受けつつ新たな事業展開や経営改善等の
取組を行うとき

事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者の
保証を不要とする資金を必要とするとき

経営者保証解除特別融資（一般枠・特別枠）

経 営 改 善 借 換 資 金

定 時 返 済 不 要 短 期 資 金

金 融 機 関 提 案 型 資 金

おんせん県魅力アップサポート資金

小規模事業者が、設備・運転資金を必要とするとき

災 害 復 旧 資 金

過去に倒産経験がある者が、新たに創業するとき
（開業後５年未満を含む）

こんなときにご利用できます

危 機 関 連 融 資

交流人口の増加対応や観光振興のため、観光関連事業を営
む中小企業者が顧客満足度を高める取組などを行うとき

事業承継に取り組むとき

　　経営革新を図るとき

中 小 企 業 活 性 化 資 金
赤字、利益減少、売上減少等となった中小企業者が資金繰り
に困ったとき

経営改善計画等に基づく既存資金の借換等を通じて、経営改
善や事業再生に取組むとき

倒産等企業に対して回収困難な債権が５０万円以上あるとき

資金使途を限定しない、一般資金 中 小 企 業 振 興 資 金

大規模な経済危機や災害等により著しい信用収縮、売上減少
等となった中小企業者が資金繰りに困ったとき

創 業 等 支 援 融 資

災害により被災し復旧を図るとき

創 業 支 援 資 金

事 業 リ ス タ ー ト 支 援 資 金

原油・物価高により売上原価率等が増加し資金繰りに困ったと
き

経 営 環 境 変 動 対 応 融 資

金融機関の伴走支援を受けながら、経営改善や経営状況回復
に向けた取組を行うとき

一般的な事業資金
を借りたい

経営が厳しい
事業再生に取り組みたい
既存資金の借換をしたい

積極的な事業展開により
有利な条件で資金調達
したい

創業したい
創業から間もない

旅館業、小売業、飲食業等

観光関連事業を営んでいる

金融機関の経営サポート
を受けたい

事業を承継したい

災害から復旧したい

小規模事業を営んでいる

災害に備えたい

短期で資金調達したい

返済負担を軽減したい

県の施策に対応した
資金等



一
　
般

県内で、保証対象事業を行っている中小企業者又は組合
 設備・運転○○○○○N
 企業　　　　　　8,000万円
 組合　 　　　　　　　１億円

  10年以内(1年以内)

（基準利率）
 　１年以内　1.9%
 　５年以内　2.2%
 　７年以内　2.4%
  10年以内　2.6%

　（保証料率Ａ）

　年 1.15%以内
－

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保証
人は原則不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行・宮崎銀行

次のいずれかに該当する者
・直近の決算期において、税引前損益又は経常損益で損失を生じ、又は損失が確実と見込まれる
・最近３か月以上の売上高が、前年同期に比し５％以上減少している
・直近の決算期において、前年に比し経常利益が１０％以上減少し又は減少が確実と見込まれる
・製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわらず、
  製品等価格に転嫁できていない

設備・運転　   8,000万円   10年以内(1年以内)
   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%

　（保証料率Ｃ）
  年 0.75%以内

－

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・肥後銀行・
筑邦銀行・北九州銀行

経 営 環 境 変 動 対 応 融 資

原料価格の高騰等の影響を受け、次のいずれかに該当する者
・最近３か月の売上原価率等（売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理」の割合）が前年同期に
  比べ増加している
・最近１か月の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後２か月を含む３か月の売上原価率等が
  前年同期に比べ増加する見込み

 運転　8,000万円   10年以内(1年以内)

（特別利率Ｈ）
5年以内 1.5%
7年以内 1.8%
10年以内 2.0%

年0.00%

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
商工中金・北九州銀行・宮崎太陽銀行

危 機 関 連 融 資 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定を受けた中小企業者  設備・運転　2億8,000万円   10年以内(2年以内) 別に定める 別に定める
市町村の認定書
が必要※１

①特定中小企業者（国、県指定の再生手続開始申立等企業に対し売掛金等を有する中小企業者）
②破綻金融機関関連中小企業者

運転         　  2,500万円

③特定取引中小企業者（再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条件の改善を行う者） 運転           　　500万円

④再建中小企業者
⑤再生支援中小企業者

運転          　 5,000万円   10年以内(2年以内)

コロナ禍の影響により積み上がった債務の借換などに必要な資金の調達を図るため、以下のいずれかの要件
に該当し、「経営行動計画」の策定を行い、その実行につき金融機関による伴走支援を受ける者
・セーフティネット保証４号認定を受けた者
・セーフティネット保証５号認定を受けた者
・最近１か月間の売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月と比較して５％以上減少してい
  ること
・最近１か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算と比較して５％以上減少していること
・直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近決算前期と比較して５％以上減少していること

 設備・運転　1億円   10年以内（5年以内） 年1.3％ 年　0%　※３

利用者は経営行
動計画の進捗状
況等を金融機関
へ報告する必要
がある。
「売上高減少要
件確認書」等の
提出を要する場
合がある。

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
愛媛銀行・宮崎太陽銀行・
横浜幸銀信用組合・西日本シティ銀行・
筑邦銀行・宮崎銀行

既往借入金の条件変更（返済緩和など）を行っている者、その他、経営状況の改善を図ろうとする者のうち、経
営サポート会議等により債権者の合意等を得て策定した経営改善計画等に基づく資金調達を行おうとする者

 設備・運転 2億8,000万円   15年以内（5年以内）
（特別利率G)

10年以内　1.8％
10年超　 　2.2％

年　0.15%　※３

経営改善サポー
ト保証と合算して
2億8,000万円以
内

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
横浜幸銀信用組合

短期の資金繰りに必要な資金を調達しようとする者  　運転　　　    5,000万円

1年以内
（ただし、金融機関等の審査に
より当初借入から起算して最長
５年間継続利用可能）

年1.8％ 年　0.15％ －

大分銀行・豊和銀行・
大分信用金庫・大分みらい信用金庫・
日田信用金庫・大分県信用組合・
伊予銀行・福岡銀行・北九州銀行・
宮崎太陽銀行・横浜幸銀信用組合

ベ ン チ ャ ー サ ポ ー ト 融 資
下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や事業化を行う者
・ビジネスプラングランプリ（一次審査通過）　・大分県トライアル発注制度
・商品化プロデュース支援事業　・ものづくり循環経済促進事業

設備・運転　　8,000万円   10年以内(2年以内) 年　 0.35% －

経 営 革 新 特 別 融 資 付加価値が相当程度向上するような経営革新を図る者 設備・運転2億8,000万円
  運転　10年以内(1年以内)
　設備　15年以内（1年以内）

年    0.2%
経営革新計画の
承認が必要※１

①中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（以下、「経営承継円滑化法」という。）第１２条第１項
   各号の規定による認定を受けた中小企業者等
②経営承継円滑化法施行規則第１７条第１項の規定による確認を受けた中小企業者
③事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画に基づき承
   継を行う者
④Ｍ＆Ａにより事業承継を行う者
⑤中小企業再生支援協議会又は保証協会や金融機関等が承認した事業再生計画等に基づき事業を譲渡しよ
  うとする県内企業から事業承継を行う者

県の認定書、確
認書又は事業計
画書などが必要
※１

特 定 経 営 承 継 関 連 融 資 経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イの規定による認定を受けた中小企業者の代表者

経営者保証解除特別融資（一般枠）
事業承継時、既往借入金返済等の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしている
ことについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

経営者保証解除特別融資（特別枠）
事業承継時、既往借入金返済の事業資金に係る経営者保証を不要とするため、一定の要件を満たしているこ
とについて経営者保証コーディネーターの確認を受けた中小企業者

運転　　　　　 2億8,000万円

国の認定を受けた事業継続力強化計画に基づき事業継続力強化に取り組む者  設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

年　 0.25%
国の認定書
が必要※１

宿泊業、飲食店、小売業、温泉施設、バス業、タクシー業、レンタカー業、その他交流人口の増加への対応、観
光振興のため必要であると知事が特に認める取組を行う者

 設備・運転　2億8,000万円
  設備 15年以内(2年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

   （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

年　 0.15% －

チ ャ レ ン ジ 中 小 企 業 応 援 資 金

 設備・運転　2億8,000万円

  設備 15年以内(1年以内)
  運転 10年以内(1年以内)

  10年以内(1年以内)

年　 0.25%　※２

年　0.15%　※２

一 般 資 金 （融資対象者を限定しない資金）

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

市町村等の認定
書等が必要※１

保 証 料 率

中 小 企 業 振 興 資 金

 （特別利率Ｆ）
 ７年以内 1.6%
10年以内 1.8%

中 小 企 業 活 性 化 資 金

指定金融機関
その他の条件

特 別 資 金 （県が特定の施策を推進するために融資対象者を限定し、一般資金よりも低利で設定している政策資金）

担　　保　　等

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者

融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保証
人は原則不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

指定金融機関
融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率 保 証 料 率

担　　保　　等
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

その他の条件

前
　
向
　
き
　
な
　
取
　
組
　
支
　
援
　
等

経 営 改 善 借 換 資 金

事 業 継 続 力 強 化 資 金 保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保証
人は原則不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

   （特別利率Ｆ）

   ７年以内 1.6%

  10年以内 1.8%

  15年以内 2.2%
保証人不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保証
人は原則不要。
（経営者保証免除
対応等の適用があ
る場合は徴求しな
い）
担保は、必要に応
じて徴求する。事 業 リ ス タ ー ト 支 援 資 金

定 時 返 済 不 要 短 期 資 金

不

況

対

策

・

資

金

繰

り

支

援

お ん せ ん 県 魅 力 ア ッ プ サ ポ ー ト 資 金

事 業 承 継 資 金

（特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%
  15年以内 2.4%

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行

中 小 企 業 経 営 改 善 資 金

  10年以内(1年以内)

　（保証料率Ｃ）
  年 0.75%以内

　
　

　特定中小企業者
　は 年　0.25%

保証人は、必要と
なる場合がある。
ただし、法人代表
者以外の連帯保証
人は原則不要。
担保は、必要に応
じて徴求する。

（別枠）

（別枠）



創 業 等 支 援 融 資

次のいずれかに該当する者のほか制度要綱で定める者
・事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始
・事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し事業を開始
・中小企業者である会社が別会社を設立
・上記の創業者等であって、創業から５年未経過

再 挑 戦 支 援 融 資

事業を廃止した者等で、当該事業廃止又は解散から５年を経過せず、次のいずれかに該当する者のほか制度
要綱で定める者
・事業を営んでいない個人で、１月以内に新たに事業を開始
・事業を営んでいない個人で、２月以内に新たに会社を設立し事業を開始
・事業を営んでいない個人が事業開始後５年未経過
・事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後５年未経過

一 般 融 資 火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとする者  設備・運転 　8,000万円 　10年以内（2年以内）
  （特別利率Ｆ）
   ７年以内 1.6%
  10年以内 1.8%

年 0.25%
市町村の証明
書が必要※１

知 事 指 定 災 害 融 資 知事が特に認める火災、風水害その他災害により被災し復旧を図ろうとする者 別に定める 別に定める 　　別に定める 　　別に定める 別に定める

普 通 貸 付 従業員20人以下（商業・サービス業５人以下）の小規模企業者、事業協同小組合等
（保証料率Ｄ）
年 0.85%以内

個人向け無担保無保証人貸付

次の全ての要件に該当する者
・大分県内において１年以上継続して事業を行っている
・融資申込前１年間に納期が到来した税額があり、当該税額を完納している
・信用保証協会からの無担保・無保証人保証以外の保証を受けていない

年　0.7%
担保・保証人
不　　　　　 要

低 燃 費 車 両 等 導 入 融 資

陸運局の貨物自動車運送事業の許可又は登録を受けた者であって、以下のいずれかに該当する車両を導入
するもの。ただし、導入する車両は、直接運送事業の用に供するものに限る
　イ　国土交通省がエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）に基づいて定め
　　　る最新の燃費基準を達成した車両
　ロ　電気自動車、燃料電池自動車、水素エンジン自動車、天然ガス自動車
　ハ　その他排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両として知事が特に認めたもの

　設備　　　　　8,000万円 －
大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫
・大分みらい信用金庫・日田信用金庫
・大分県信用組合・福岡銀行

新 エ ネ ル ギ ー 施 設 等 導 入 融 資 新エネルギー施設や省エネルギー設備、自家発電設備、生産性の向上に資する設備を導入する者
設備・運転
　　　　　　　2億8,000万円

健 康 経 営 事 業 者 融 資 健康経営優良法人認定、または、健康経営事業所の認定を受けた者（初回認定から５年以内に限る）

優 良 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 融 資 優良産廃処理業者認定、または、おおいた優良産廃処理業者評価制度の認定を受けた者（初回認定から５年内に限る）

耐 震 化 促 進 融 資 改正耐震改修促進法により、耐震診断が義務付けられた者等 設備・運転 2億8,000万円 20年以内（2年以内）

 （特別利率Ｄ）
  　5年以内 1.0%
   10年以内 1.2%
   15年以内 1.6%
   20年以内 2.2%

年　0.25%

や さ し さ ラ イ フ ビ ジ ネ ス 支 援 資 金
・女性や高齢者などの創業や雇用の場を提供する事業・福祉・環境等の社会性のある事業や過疎地域等に
  おいて地域性を活かした事業を行う者
・社会貢献度の高い事業を行うNPO法人

 設備　　　         500万円
 運転　　　         500万円
 NPO法人つなぎ融資
                    1,000万円

  設備10年以内(１年以内)
  運転10年以内(１年以内)
  NPO法人つなぎ融資１年以内

大分県信用組合
短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

－ －

  担保：不要
  保証人
　：(法人)代表者のみ
　 （個人）１名必要

大分県信用組合

新たな事業展開や経営改善等前向きな取組を行う者等（下段を参照）  指定金融機関所定   指定金融機関所定 指定金融機関所定 信用保証協会所定 指定金融機関所定 指定金融機関所定
大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。
担保は、必要に応じ
て徴求する。

特 別 資 金 （県が特定の施策を推進するために融資対象者を限定し、一般資金よりも低利で設定している政策資金）

区
分

資　　　　金　　　　名 融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

保 証 料 率融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ）

県
の
施
策
対
応
等

指定金融機関

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・伊予銀行・福岡銀行・
西日本シティ銀行・北九州銀行

－年 0.35%　※２

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行・伊予銀行

災 害 復 旧 資 金

担　　保　　等

   （特別利率Ｆ）

   ７年以内 1.6%

  10年以内 1.8%

 設備・運転 　3,500万円   10年以内(1年以内)

災
害
復
旧

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫
・大分みらい信用金庫・日田信用金庫
・大分県信用組合・商工中金・北九州銀
行・西日本シティ銀行

 設備・運転　　2,000万円   10年以内(1年以内)

融 資 利 率 その他の条件

小
規
模

事
業
者

小 口 零 細 企 業 資 金

創 業 支 援 資 金

創
　
業
　
支
　
援

◎ご利用にあたっての詳細な融資条件などは、各資金の制度要綱・制度要領をご確認ください。

年　0.15％

 （特別利率Ａ）
 　　　2.1%

  

設備・運転
 企業　　　　　　8,000万円
 組合　 　　　　　　　１億円

　（特別利率Ｃ）
　１年以内 1.5%
　５年以内 1.8%
　７年以内 2.3%
 10年以内 2.5%

既存の保証付き
融資残高との合
計が、2,000万円
までに限る。

保証人は、必要とな
る場合がある。ただ
し、法人代表者以外
の連帯保証人は原
則不要。
担保は、必要に応じ
て徴求する。

  （特別利率Ｂ）
   ７年以内 1.8%
  10年以内 2.0%

大分銀行・豊和銀行・大分信用金庫・
大分みらい信用金庫・日田信用金庫・
大分県信用組合・商工中金・
北九州銀行

 10年以内（１年以内）

金融機関提案型資金

融　　　　資　　　　対　　　　象　　　　者
融  　　  　　　　　資　　　　  　　  　条　　　　　　    　件

金融機関提案型資金

資　　　　金　　　　名
その他の条件

※１　経営革新計画、国・県の認定書、確認書及び事業計画書等については、県経営創造・金融課にお問い合わせください。　　※２　大分県信用保証協会の割引後の保証料率です。　※３　条件変更により追加して発生する保証料（国補助分）については、利用者負担となります。

地 域 産 業 振 興 資 金

（保証料率Ｂ）
年 0.85%以内

知事等の認定書
等が必要な場合
がある。

担　　保　　等 指定金融機関
融 資 限 度 額 融 資 期 間 （ う ち 据 置 期 間 ） 融 資 利 率 保 証 料 率

創 業 おおいたチャレンジ応援ファンド 【取扱金融機関　(株)大分銀行】 女 性 創 業 女性創業応援ローン 日 田 玖 珠 ・ 地 場 産 業 地場産業応援融資
【融資対象】創業する方（第二創業・事業承継）、創業２年以内の中小企業者 【融資対象】女性創業者の方（第二創業、創業後３年以内の方を含む） 【融資対象】日田玖珠地域で地元の特色を活かした商品づくりを行っている製造業者
【借入金額】1,000万円以内 【融資期間】7年以内（据置2年以内） 【協会保証】不要 【借入金額】1,500万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内（据置１年以内） 【協会保証】不要 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：5年以内 【協会保証】個別判断
【サポート】事業計画策定支援、商談会等販路拡大支援、人材育成支援等 【サポート】おおいたスタートアップセンター等との連携、外部専門家派遣・セミナー等のご案内等 【サポート】事業計画・経営改善計画策定支援、外部専門家派遣、ビジネスマッチング支援等

創 業 ・ 新 事 業 ほうわ地方創生支援資金（創業・新事業） 【取扱金融機関　(株)豊和銀行】 成 長 支 援 成長応援ローン 日 田 玖 珠 ・ 創 業 新事業展開応援融資
【融資対象】創業する方（事業開始後１年以内の中小企業者）、新事業展開を図る方 【融資対象】事業拡大・新事業展開に取り組む方 【融資対象】日田玖珠地域で創業する方
【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内（据置１年以内） 【協会保証】不要 【借入金額】1,000万円以内 【融資期間】設備資金：10年以内　運転資金：5年以内 【協会保証】個別判断
【サポート】事業計画作成支援、マーケティング・マネジメント知識等の提供、販路拡大支援等 【サポート】事業計画作成支援、販路開拓支援、外部支援機関による事業計画進捗管理等 【サポート】事業計画・経営改善計画策定支援、外部専門家派遣、ビジネスマッチング支援等

成 長 産 業 ほうわ成長産業支援資金 【取扱金融機関　(株)豊和銀行】 公 的 施 策 関 連 チャレンジ企業応援融資 創 業 ・ 新 事 業 けんしん成長サポート資金"成るサポ"
【融資対象】観光、医療・介護、環境・エネルギー、食品製造・加工関連産業を営む中小企業者 【融資対象】国・県・市町村の①認定・認証等を受けて行う事業、②補助金等を利用して行う事業 【融資対象】創業、ものづくり、新事業展開を行う方
【借入金額】２億円以内 【融資期間】設備資金：15年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要 　　　　　　　　③重点事業等に関連する事業に取り組む方、④専門家の派遣による経営指導を受けている方 【借入金額】3,000万円以内 【融資期間】設備資金：15年以内　運転資金：7年以内 【協会保証】不要
【サポート】販路拡大支援、コンサルティング支援、国・県の補助金・施策情報のご案内等 　　　　　　　　⑤みらいビジネスマッチングサービスを利用されている方 【サポート】事業計画策定支援、補助金・経営革新等申請支援、事業計画実行支援等

【借入金額】5,000万円以内 【融資期間】10年以内（据置１年以内） 【協会保証】個別判断
【サポート】国・県等の施策情報提供、補助金等申請支援、販路拡大、企業連携支援等

【取扱金融機関　大分県信用組合】

【取扱金融機関　大分信用金庫】

【取扱金融機関　大分信用金庫】

【取扱金融機関　大分みらい信用金庫】

【取扱金融機関　日田信用金庫】

【取扱金融機関　日田信用金庫】



１．経営改善借換資金

２．中小企業活性化資金（経営環境変動対応融資）

３．地域産業振興資金（新エネルギー施設等導入融資）

１．信用保証協会の保証付きとなります（「金融機関提案型資金」、「やさしさライフビジネス支援資金」を除く）。

※

※

令和５年度の主な制度

融資利率一覧

保証料率一覧

表示の保証料率にかかわらず、セーフティネット保証が適用された場合の保証料率は０．７％（中小企業経営改善資金の特
定中小企業者・地域産業振興資金耐震化促進融資・災害復旧資金（一般融資）は０．２５％、おんせん県魅力ｱｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ資
金・地域産業振興資金新エネルギー施設等導入融資は０．１５％、中小企業活性化資金経営環境変動対応融資は０．００％
など別に定める場合あり）

担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。

２．ご利用中の融資について、条件の変更ができる場合があります。ただし、融資期間の延長については、原則、当初
　の借入れの日から各資金の要綱で定める融資期間に３年を上乗せした期間が上限となります。
　　（新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金、定時返済不要短期資金を除く。）

４．記載事項は令和５年４月１日現在のもので、その時々の事情により変更されることもありますので申込窓口で確認
　　してください。

１．県制度資金以外の融資を含め、全ての保証付き融資からの借換えが可能です。
　　（やさしさライフビジネス支援資金及び中小企業活性化資金経営環境変動対応融資を除く。中小企業経営
　　改善資金、小口零細企業資金及び事業承継資金（経営者保証解除特別融資）では保証付き以外の融資からの
　　借換えができる場合があります。）

３．各資金ごとの条件や特別措置がある場合がありますので、詳細については申込窓口または県経営創造・金融課
　　にお問い合わせください。

その他

２．保証料率に「以内」の表示がある場合は、下記のとおり中小企業の経営状況等に応じて保証料率が決定されます。

　金融機関の伴走支援を受け、経営改善や経営状況回復に向けた取組を行う事業者の資金繰り支援

　エネルギー効率・生産効率が向上する省エネルギー型の設備を導入する事業者向け資金

　原油・物価高により売上原価率等が増加している事業者の資金繰りの支援

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Ａ 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

Ｂ 0.80% 0.60% 0.45%

Ｃ 0.60% 0.45%

Ｄ 0.70% 0.50%

Ａ～Ｃ 1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

Ｄ 2.20% 2.00% 1.80% 1.60% 1.35% 1.10% 0.90% 0.70% 0.50%

区 分

県 制 度 資 金
保 証 料 率

※ 比 較 参 考

信 用 保 証 協 会
基 準 保 証 料 率

0.85%

1.15%

0.85%

0.75%

1年以内 5年以内 7年以内 10年以内 15年以内 20年以内

一 般 資 金 基 準 利 率 1.9% 2.2% 2.4% 2.6% - -

特 別 利 率 Ａ - -

特 別 利 率 Ｂ 2.0% 2.4% -

特 別 利 率 Ｃ 1.5% 1.8% 2.3% 2.5% - -

特 別 利 率 Ｄ 1.6% 2.2%

特 別 利 率 Ｅ - -

特 別 利 率 Ｆ 1.8% 2.2% -

特 別 利 率 G 2.2% -

特 別 利 率 Ｈ 1.8% 2.0% 2.4% -

特別資金

1.5%

融 資 期 間

1.8%

1.6%

2.1%

1.8%

1.0% 1.2%

1.8%

【対象となる中小企業者】

1号： 大型倒産（再生手続開始申立等）の発生により、影響を受ける中小企業者
2号：

3号： 突発的災害（事故等）により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を含む中小企業者
4号： 突発的災害（自然災害等）により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
5号： 業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号： 金融機関の破綻により、当該金融機関からの借入れが困難になるほど、資金繰りが悪化している中小企業者
7号： 金融機関の相当程度の経営合理化（支店の削減等）に伴って借入れが減少している中小企業者
8号：

【セーフティネット保証５号の主な認定要件】

○最近３か月間の売上高等が前年同期比５％以上減少

【県制度資金を利用する場合の保証料率】

【融資制度に関すること】

大分県商工観光労働部　経営創造・金融課
〒８７０－８５０１　大分県大分市大手町３丁目１番１号
ＴＥＬ：０９７－５０６－３２２６
ＦＡＸ：０９７－５０６－１８８２

【信用保証に関すること】

大分県信用保証協会
〒８７０－００２６　大分県大分市金池町３丁目１番６４号
保証部　保証一課 ＴＥＬ：０９７－５３２－８２４６
保証部　保証二課 ＴＥＬ：０９７－５３２－８２４７

ＴＥＬ：０９７－５３２－８２９６
ＴＥＬ：０９７－５３２－８２９７

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により、影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣
等に所在する中小企業者

整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認めら
れる者

　次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所
在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。

経営支援部　経営支援一課
経営支援部　経営支援二課

セーフティネット保証（経営安定関連保証）の利用について

お問い合わせ先

　年率 ０．７％（中小企業経営改善資金の特定中小企業者に係るもの・地域産業振興資金耐震化促進融資・災害復旧
資金（一般融資）等は0.25％、おんせん県魅力アップサポート資金・地域産業振興資金新エネルギー施設等導入融資等
は0.15％、中小企業活性化資金経営環境変動対応融資は0.00％など別に定める場合あり。）

＜セーフティネット保証を利用する場合の手続の流れ＞

　セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害により経営の安定に支障が
生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う信用保証
協会の特例保証制度です。

○製品等の売上原価のうち２０％以上を占める原油等の仕入価格が、２０％以上上昇しているにもかかわらず、製品等
　 価格に転嫁できていないこと

主たる事業所が所在する
市町村の商工担当課等に
認 定 申 請 書 ２ 通 を 提 出
（ 証 明 書 類 等 を 添 付 ）

認定書の
交 付

県 制 度 資 金 の
申込窓口へ申込
（ 認 定 書 持 参 ）

中 小 企 業 者


